
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生

省
令
第
一
号
）
、
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
、
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬

品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
）
及
び
放
射
性
医
薬
品

の
製
造
及
び
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
放
射
性
物
質
の
数
量
等
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

別
表
第
一
中

2
2
2R
n

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。
×
1
0
8

１
１

2
2
2R
n

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

×
1
0
8

１
×
1
0
1

を

2
2
3R
a

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

×
1
0
5

１

×
1
0
1

１

に
、
同
表
備
考
中

2
2
2R
n

2
1
8P
o

2
1
4P
b

2
1
4B
i

2
1
4P
o

、
、

、
×
1
0
2

１

2
2
2R
n

2
1
8P
o

2
1
4P
b

2
1
4B
i

2
1
4P
o

、
、

、

を

2
2
3R
a

2
1
9R
n

2
1
5P
o

2
1
1P
b

2
1
1B
i

2
0
7T
l

、
、

、
、

に
改
め
る
。



2
2
2R
n

ラ
ド
ン
の
平
衡
等
価
濃
度

6
.
5
×
1
0
-
6

3
×
1
0
-
3

2
×
1
0
-
5

別
表
第
二
中

（平
衡
係
数
が
0
.
4
の
場
合
の

(
8
×
1
0
-
3)

(
5
×
1
0
-
5)

ラ
ド
ン
濃
度

）

2
2
2R
n

ラ
ド
ン
の
平
衡
等
価
濃
度

6
.
5
×
1
0
-
6

3
×
1
0
-
3

2
×
1
0
-

（平
衡
係
数
が
0
.
4
の
場
合
の

(
8
×
1
0
-
3)

(
5
×
1
0
-

を

ラ
ド
ン
濃
度

）

2
2
3R
a

す
べ
て
の
化
合
物

5
.
7
×
1
0
-
3

1
.
0
×
1
0
-
4

4
×
1
0
-
6

2
×
1
0
-

55)

に
改
め
る
。

8
5
×
1
0
-
3


